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６ 企画課

企画係

１ 総合計画

総合計画は、まちづくりの基本的方向を総合的かつ体系的に示し、計画的に市政を運営していくため

の指針となるものであり、市の最上位計画である。

平成30年度より第２次総合計画を策定。（平成30年度から令和９年度）

２ 地域公共交通

急速な少子高齢化・人口流出時代の到来や、モータリゼーションの普及等社会情勢の変化に伴い、公

共交通の利用者が長期的に減少を続ける中、高齢者や障がい者、通学者、離島住民など、公共交通機関

に頼らざるを得ない人々や来訪者のための交通手段として、ニーズに合った公共交通体系の維持・確保

を図る。

（１）鉄道

JR予讃線・予土線の運行ダイヤの充実など利便性の向上を働きかけていく。

（２）バス等

宇和島市地域公共交通計画に基づく運行事業（別当、吉田、三間、津島地区コミュニティバス運行）

を実施する。また、市民の日常生活に欠かせない身近な交通手段である路線バス等の維持・確保に努め

る。

①路線バス

・運行事業者：宇和島自動車株式会社

②コミュニティバス（市直営・委託）

・運行路線：14路線

（宇和島地区）別当線

（旧吉田地区）大河内線、大良線、筋線、川平線

（旧三間地区）川之内線、音地線、大藤線、増田線

（旧津島地区）本俵線、須下線、谷郷線、上槙線、野井・五郎丸線

③地域モビリティ（自家用有償旅客運送）

・運航地区：戸島地区

・運行主体：戸島地区地域づくり協議会

（３）離島航路

離島に住む市民の暮らしを支える重要な交通手段であることから、利便性の確保と運行の効率化に努

める。

・航路：日振～宇和島

・運行事業者：盛運汽船株式会社
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３ 過疎・辺地・離島地域の振興

（１）過疎地域（市全域）

人口の著しい減少に伴い低下する地域社会活力向上のため､生産機能及び生活環境の整備等、総合的

かつ計画的な対策を実施する。

・根拠法：過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年４月１日施行）

・宇和島市過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）の策定及び変更

（２）辺地

交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件について、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著

しく低い地域の振興を図る。

・根拠法：辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

・辺地に係る公共的施設総合計画（令和４年度～令和８年度）の策定及び変更

・対象地区：７地区（上光満、蒋淵、戸島、日振島、由良、田颪、御槙）

（３）離島振興

産業基盤及び生活環境の整備が他の地域に比較して低位にある離島地域について、その基礎条件の改

善及び産業振興を図る。

・根拠法：離島振興法

・第８次愛媛県離島振興計画（令和５年度～令和14年度）

・対象島数：４島（嘉島、戸島、日振島、竹ヶ島）

（４）地域おこし協力隊

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を「地域おこし協

力隊」として委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等

の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、

その地域への定住・定着を図る取組。

・活動内容 ２名（空き家バンク関係、闘牛振興関係）

４ 地域活性化

（１）地域づくり交付金

宇和島市の地域づくりを「自分たちの地域のために、自分たちで行動する」住民主体のものとするた

め、市内32地域に設置した地元住民で構成される協議会に対して交付金を交付し、地域課題に応じた

地域づくり活動を支援することでコミュニティの維持を図る。
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５ 定住自立圏の形成

定住に必要な都市機能及び生活機能を確保・充実させるとともに、連携を図りながら圏域全体の住民

福祉及び地域振興の向上を目指し、平成29年３月30日に松野町、鬼北町、愛南町と定住自立圏形成協

定を締結した。

なお、定住自立圏形成協定の内容を踏まえ、地域の活性化と発展を図るため、適切に役割を分担しな

がら、圏域全体として目指すべき将来像及びその実現のために必要な具体的取組等を示す「定住自立圏

共生ビジョン」を平成29年度に策定した。

この本共生ビジョンの計画期間は平成30年度から令和４年度までの５年間を第１期とし、令和５年

度から令和９年度までを第２期としている。現在、宇和島市・松野町、鬼北町、愛南町の宇和島圏域の

構成市町が連携・協力し、４つの政策分野である「生活機能の強化」「結びつきやネットワークの強化」

「圏域マネジメント能力の強化」「まち・ひと・しごと創生」から18項目の事業に取り組み、圏域全体

の活性化を図っている。

６ 男女共同参画社会の形成

男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の早期の実現を目指し、「第３次宇和島市男女共同参画基本計画」（平成30年度

～令和９年度）に基づいて各種施策を推進する。

７ 宇和島市立文化会館

（１）宇和島市立南予文化会館

１．沿革

宇和島地区広域事務組合により、広域市町村圏計画に基づき、整備された施設。

平成22年度より宇和島市に移管され、平成25年６月より指定管理者制度を導入している。

２．施設の概要

所 在 地 宇和島市中央町２丁目５番１号

設置年月日 昭和62年１月31日

開館年月日 昭和62年４月 ２日

敷 地 面 積 4,393.02㎡

延 床 面 積 4,734.38㎡

建 物 構 造 鉄筋コンクリート一部鉄骨造４階建

総 事 業 費 1，537,435千円

財源内訳 起 債 1,180,000千円

国庫支出金 35,280千円

県支出金 200,000千円

一般財源 122,155千円

施設の内容 ホール客席1，234席、楽屋４室、リハーサル室１室、映写室、音響調整室、調光

室、投光室、主催者控室、産業振興センター、会議室１室、和室、コワーキング

スペース４室、事務室、機械室、電気室、エントランスロビー、駐車場

管 理 指定管理者 ㈱レスパスコーポレーション

指定期間 令和５年４月１日～令和10年３月31日（５年）
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（２）宇和島市立コスモスホール三間

１．沿革

コスモスホール三間は、平成４年に「市民の芸術文化の向上、及び福祉の増進を図る」目的で、町民

会館として建築された。平成17年８月１日の市町村合併に伴い、「コスモスホール三間」と改称した。

平成25年６月より指定管理者制度を導入している。

２．施設の概要

所 在 地 宇和島市三間町迫目138番地

設置年月日 平成４年４月

開館年月日 平成４年４月11日

敷 地 面 積 11,013.11㎡

延 床 面 積 2,904.73㎡

建 物 構 造 鉄筋コンクリート造３階建

総 事 業 費 1,070,160千円

施設の内容 イベントホール客席700席（電動式稼働椅子）、舞台・舞台袖

和室（２室）、創作研修室、展示室、調理実習室、展示ロビー

調光・調整・映写室、事務室、駐車場(227台)

管 理 指定管理者 ㈱レスパスコーポレーション

指定期間 令和５年４月１日～令和10年３月31日（５年）

８ 高等教育との連携等に関すること

高等教育機関との連携等について、庁内での調整を行う。
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移住定住推進室

１ 移住・定住促進

オール宇和島で移住者等をサポートする「うわじま移住応援隊」との連携を図るとともに、令和５年度

から移住相談員１名を増員し、相談者へ寄り添ったサポートを心掛けることで、移住後のフォローアップ

の充実を図っている。

また、移住・定住を実現するために不可欠な「住まい」に対しては、移住体験住宅の利用を促進すると

ともに、令和４年10月から空き家バンクの活用促進をミッションとする地域おこし協力隊１名を採用し、

空き家バンクの登録件数の増加を図りながら、住宅の紹介や住宅確保のための助成等を行い、移住・定住

につながる環境整備を図っている。

（県外からの移住者数） （移住相談件数）

平成31年度 66組 98名 平成31年度 396件

令和２年度 42組 56名 令和２年度 216件

令和３年度 116組 171名 令和３年度 250件

令和４年度 273組 410名 令和４年度 368件

令和５年度 307組 409名 令和５年度 439件

※直近５年間の実績値

２ 若者地元定着促進（おかえりプロジェクト）

若者の地元定着を目的として、郷土に誇りと愛着を持ち、家族や地域との絆を深めるため、「学校自慢

CM大賞」の実施や「ポケットブックガイナ」の配布、「未来つながる宇和島」によるSNS配信を通じて、

将来の宇和島の担い手である若者が帰って来やすい仕組みづくりに努めている。

また、若者の移住・定住の促進をさらに図るため、市外で頑張っている大学生等へ宇和島の特産品を詰

め合わせた「ふるさと小包」の送付を行うことで、宇和島との繋がりを継続するとともに、郷土愛の醸成

を図っている。

（「おかえりプロジェクト」で行う３つのプロジェクト）

① ケーブルテレビを活用した「学校自慢CM大賞」プロジェクト

② 誇れるものポケットブック「ガイナ」作成プロジェクト

③「未来つながる宇和島」配信・サポータープロジェクト
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７ デジタル推進課

情報統計係

１ 行政情報化、地域情報化の推進

【公共ネットワーク整備】

合併前の１市３町の連携により、平成15年度地域イントラネット基盤施設整備事業（平成16年度完

成）を実施し、本庁・支所・出先機関・教育機関等の公共施設間を、超高速大容量の情報通信が可能な

光ケーブルを用いてネットワーク接続した。

これにより、新市発足当初から総合行政システム（約60業務）や行政情報の共有がスムーズかつ安定

的に運用開始することができた。

平成18年度、再度、地域イントラネット事業を実施し、５つの離島（九島・戸島・嘉島・日振島・竹

ケ島）に無線LANを中継した高速回線を整備し、平成15年度整備事業分と合わせて、新市イントラネッ

トを完成させた。

平成23年度、離島間の無線LAN部を冗長化（二重化）し、公共施設間の利用及び後述の地域情報ネッ

トワーク施設利用に対する回線の信頼性と品質の向上を実現させた。

平成25年度、津波浸水や大雨災害による土砂崩れ等で自営通信網が断線した場合であっても災害時

重要拠点間（市役所本庁舎と消防署間、支所間）で情報通信できるよう、地域公共ネットワーク等強

じん化事業費補助金補助事業により、既設の有線回線を無線により冗長化した。

令和３年度、本庁舎新低層棟の竣工にあわせて、老朽化が顕著となったコアスイッチ、フロアハブ、

メディアコンバータ等のネットワーク機器を更新しネットワークの最適化を図ると共に、本庁舎全体に

無線ネットワークを構築し、職員の勤務環境の整備と、フリーWi-Fiの提供拡大による来庁者サービス

の向上を図った。

令和４年度、無線ネットワークを支所、基幹公民館及び大規模保育所に拡充し、さらなる職員の業務

効率化と市民サービスの向上を図った。

令和５年度、老朽化した離島無線LAN設備に代えて、民間通信サービスを利用した無線ネットワーク

を構築し、離島行政通信の安定化を図った。

【地域情報ネットワーク施設整備】

平成20年度、地域情報通信基盤整備推進交付金事業（平成21年度完成）を実施し、市内全域で高速

インターネット（ブロードバンド）が利用できる環境を整備した。

また、テレビの難視聴地域が多いという地域特性を有していることから、平成23年７月の地上デジタ

ル放送完全移行に対応できるよう、ケーブルテレビを整備し、サービス提供を開始した。

この地域情報ネットワーク施設の管理運営は、指定管理者として宇和島ケーブルテレビ㈱が担ってお

り、同社としても、平成21年度に、地域情報通信技術利活用推進交付金事業（ユビキタスタウン構想推

進事業）により、緊急地震速報等の緊急情報放送サービスを提供開始とするなど、利活用のさらなる推

進に努めている。

令和３年度、光ファイバ網が整備されていない離島や山間部において、情報通信機器を購入する際の

補助制度を新設し、情報格差の是正を図った。
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【行政情報化】

平成17年８月の合併に際して導入した総合行政システムのリース期間満了に併せて、平成22年度、

総合行政システム等の基幹系システムとホームページ等の情報系システムの更新を行い、処理能力の向

上により、更なる住民サービス提供の迅速化や市ホームページのアクセシビリティ向上が実現した。

平成27年度、合併後２回目の基幹系及び情報系システムの更新を行い、ASP型総合行政システムの導

入による自治体クラウドの実現やデータセンターを活用した業務継続計画（ICT-BCP）の強化を図った。

平成28年度、国から示された「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化」に基づく情報シス

テム強靭性向上モデル構築を実施し、ネットワーク分離や仮想PC環境、二要素認証（生体認証）、情報

持出制御の導入、メール無害化等により、一層のセキュリティ強化を図った。

マイナンバー制度対応については、平成26年度から既存システムの改修を実施し、マイナンバーの付

番、マイナンバーの利用、情報連携等が可能となるよう整備し、平成29年７月から情報提供ネットワー

クの運用開始に合わせて、庁内基幹システムでも利用開始を行った。

令和２年度、新型コロナウイルス感染防止を目的にテレワーク環境を構築した。これにより、庁外か

らでもメールの送受信や資料作成といった業務が可能になった。

令和４年度、本庁係長級以上の職員の業務端末をデスクトップからノートパソコンに入れ替えたほか、

電子決裁機能を搭載した文書管理システムに更改し、ペーパレス化の推進を図った。また、本庁内に設

置していたLGWANルーターをデータセンターに移し、災害時においてもグループウェア等のLGWANを利

用したシステムが使用できる環境を整備した。

令和５年度、業務端末のノートパソコンへの入れ替えを本庁・３支所・一部出先機関の全正規職員に

拡充するとともに、本庁内に協議ブースを整備し、さらなるペーパレス化の推進を図った。

【地域情報化】

平成23年度、地域情報発信の新たなメディアとして、コミュニティFM局（整備主体：宇和島市、運

営主体：宇和島ケーブルテレビ㈱）を開局。

これにより、地域の情報格差是正・改善が図られ、地域に密着した身近な情報や当市を訪れる方への

観光情報の提供、災害時や緊急時における情報提供に活用されている。

・周波数 76.9MHz

・送信出力 20W

・送信所 光満（泉ヶ森）、津島町高田の２箇所

・演奏所（スタジオ） 宇和島ケーブルテレビ㈱ ３階

平成24年度、更なる地域の安心安全力の向上を目的に、市・消防署・警察署・海上保安部が連携して

防犯・防災等の情報を事前登録者にメール配信する「宇和島市安心安全情報メール」をリニューアルし、

情報提供の迅速化、J-ALERT（全国瞬時警報システム）との連携、緊急速報メール（エリアメール）への

対応を実現。

平成25年度、市役所・消防本部等からの緊急情報やJ-ALERT情報をコミュニティFM（FMがいや）及

びケーブルテレビ網を活用して住民へ広く・敏速に伝達できるよう、防災情報通信基盤整備事業費補助

事業により割込音声告知システムを構築した。

令和４年度、平成23年度に整備したFM放送設備を更新し、今後も安定的に情報発信できる環境を

整備した。
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２ 統計

令和６年度に実施する５年周期の基幹統計調査

●全国家計構造調査（基準日：令和６年10月１日現在）

家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、

構造等を明らかにすることを目的に実施する調査。

●農林業センサス（基準日：令和７年２月１日現在）

我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造

の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、

提供することを目的に実施する調査。

デジタル推進係

１ デジタル化の推進

【推進体制の整備】

国においては、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル手続法）」を令和元年12

月に施行し、行政手続を原則オンライン化（地方公共団体等においては努力義務）とするなど、行政手続

等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図ることとした。

その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応において浮き彫りとなったデジタル化への課題

等を踏まえ、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を令和２年12月に閣議決定し、社会のデジ

タル化を強力に推進することとしている。

また、県においては、「愛媛県デジタル総合戦略」を令和３年３月に策定し、行政の効率化や県民生活の

質の向上、地域経済の活性化等様々な分野においてDXに取り組むとしており、その基本方針の一つとし

て、市町との協働を掲げている。

本市においても、人口減少や高齢化の急速な進展等本市が直面する課題に対応する上で、デジタル化の

推進が極めて重要であるという認識から、令和３年４月１日付けで宇和島市DX推進本部を設置するとと

もに、同日付でCDO（最高デジタル責任者）及びCDO補佐官を任命し、合わせて企画情報課内にデジタル

推進室を設ける等、体制の整備を図った。

さらに、地域社会や行政における市民本位のDXを推進するとともに、庁内はもとより、庁外との連携・

協働により推進基盤を一層強化することで、継続的にDXを推進するため、「宇和島市DX推進計画」を令和

４年２月に策定した。

令和４年度、デジタル社会構築の着実な推進に向けて、「企画情報課デジタル推進室」から「デジタル推

進課」に格上げするとともに、同計画に則し、デジタル技術を活用した住民サービスの向上や住みよいま

ちづくり、地域活性化等に積極的に取り組んでいる。
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【デジタル化の取組】

「宇和島市DX推進計画」では、「地域社会におけるデジタル活用の推進」、「行政デジタル化の推進」及

び「DXのさらなる推進に向けた取組」を重点取組項目として掲げている。

「地域社会におけるデジタル活用の推進」では、デジタルデバイド対策として、国・県と連携した事業

に加え、本市独自で出前講座を行う等、デジタル活用に不安のある高齢者等に対して重層的に対策を行っ

た。

また、令和５年10月から「宇和島市電子地域ポイント事業」を開始することで、市民等の活動を促進す

るとともに、施策の推進や地域経済の循環に寄与することで、地域の課題解決や活性化を図ることとして

いる。

「行政デジタル化の推進」では、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行等により、住

民基本台帳や地方税、福祉など計20の基幹業務については、令和７年度までに国の策定する標準準拠シ

ステムに移行することが義務付けられたことから、国においては、これらシステムを政府共通のクラウド

サービスの利用環境「ガバメントクラウド」で稼働させることを目指しており、本市は、ガバメントクラ

ウドへの移行に係る課題の検証を行うデジタル庁の先行事業に、令和３年度から参画している。さらに、

デジタル技術の活用により、行政手続等のオンライン化を着実に進めるとともに、市民の利便性向上や行

政運営の簡素化・効率化を図るため、「宇和島市行政手続等オンライン化推進指針」を令和５年３月に策定

した。

「DXのさらなる推進に向けた取組」では、専門的な知見を有する外部人材を活用し、関係施策に関する

助言・提言をいただくとともに、職員研修を実施してDXのさらなる推進を図った。
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８ 危機管理課

■宇和島市消防団

１．沿革

（旧宇和島市消防団）

昭和23年３月７日政令第52号により消防組織法が施行され、同年６月宇和島市消防団が発足し、

６分団 458 名体制とした。

昭和 27 年４月１日連合消防団に改組し、３団 17 分団 322 名体制とした。

昭和 30 年３月 31 日高光村と三浦村が宇和島市と合併し、５団 25 分団 526 名体制となった。

昭和 32 年１月１日来村が宇和島市と合併し、６団 32分団 661 名体制となった。

昭和 40 年４月条例定数の改正により、573 名体制に縮小した。

昭和 45 年５月連合消防団を廃止し、消防団に改称。１団６分団 32 部とし、人員はそのまま 573

名とした。

昭和 49 年４月宇和海村との合併により、１団 11 分団 57 部 1,171 名体制となった。

昭和 53 年３月消防団条例を改正、880 名体制に縮小した。

平成４年 10月消防団活性化に向けた３ケ年の総合計画を立案した。

平成 13 年４月７名の女性消防団員が入団し、同年６月宇和島市女性消防隊が発足、同年 10月第

15 回全国女性消防操法大会に出場した。

（旧吉田町消防団）

昭和 30 年３月１日５ケ町村が合併して吉田町となり各地区消防団（吉田町消防団、奥南村消防

団、喜佐方村消防団、玉津村消防団、立間村消防団）が統合され、新生吉田町消防団として誕生

した。この合併により５分団 25部の 679 名体制となった。

昭和 46 年再編成により、団員 583 名となった。

（旧三間町消防団）

昭和 23 年７月 24 日の消防法の発布により、昭和 30 年成妙村、三間村、二名村が合併し、17 分

団 498 名体制の三間町消防団が誕生した。

昭和 36 年、人員を 498 名とし、次いで昭和 38年、さらに人員を 418 名に変更した。

昭和 52 年４月条例定数の改正により４分団 282 名体制とし、昭和 53 年４月より 255 名体制とな

った。

（旧津島町消防団）

昭和 30 年２月 11日津島郷６ケ町村が合併して津島町となり津島町消防団が誕生した。この合併

により６分団 1,100 名体制となった。

昭和 36 年５月 11 日機動力強化に伴い、810 名体制に縮小した。

昭和 48 年４月１日さらに縮小し、７分団 615 名体制となった。
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（宇和島市消防団）

平成 17 年８月１日、宇和島市、吉田町、三間町及び津島町が合併し、新生宇和島市消防団が発

足した。

１団４方面隊 26 分団、条例定数 2,334 名となり、県下で有数の団員を擁する消防団となった。

平成 30 年４月１日、条例定数を 2,184 名とした。

平成 31 年４月１日にドローン航空隊を設置した。

２．消防団員（人） 令和６年４月１日現在

区 分 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 機能別団員 合 計

団員数 1 8 26 26 131 333 1,330 39 1,894

３．消防施設 令和６年４月１日現在

区 分 台 数 内 容

消防ポンプ車 15 ポンプ自動車

小型動力ポンプ積載車 106 小型動力ポンプ積載車

その他の消防ポンプ 24 小型動力ポンプ

４．消防団員報酬（円/年額） 令和６年４月１日現在

団 長 副団長 分団長 副分団長 部 長 班 長 団 員 機能別団員

235,000 160,000 112,000 80,000 43,000 39,000 36,500 18,500

５．出動報酬（円/日） 令和６年４月１日現在

職務 支給単位 時間区分 出動報酬額 備考

水火災その他の災害、

行方不明者の捜索等に

主導した場合
１日につき

８時間以上 8,000 円 出動時間が８時間以

上に及ぶときは、８時

間を増すごとに 8,000

円を支給する。

８時間未満

４時間以上

6,000 円

４時間未満 4,000 円

警戒・訓練等に出動し

た場合
１日につき

４時間以上 4,000 円

４時間未満 3,500 円
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防災
１．宇和島市防災会議

災害対策基本法第 16 条第１項の規定に基づき設置

所掌事務：地域防災計画の作成及び実施の推進

設置：平成 17年８月１日

委員数：25 名

２．宇和島市地域防災計画

作成年月：令和４年３月修正

災害対策基本法第 42 条及び原子力災害対策特別措置法に基づき、当市の地域に係る災害対策に

ついて定め、これを推進することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目

的として作成しています。

第１編 総論（総則）

第２編 風水害等対策編（災害予防計画、災害応急対策、災害復旧・復興対策）

第３編 地震災害対策編（災害予防計画、災害応急対策、災害復旧・復興対策、

南海トラフ地震防災対策推進計画）

第４編 津波災害対策編（災害予防計画、災害応急対策、災害復旧・復興対策）

第５編 原子力災害対策編（総論、原子力災害事前対策、緊急事態応急対策、

原子力災害中長期対策）

資料編

３．避難場所（令和６年４月１日現在）

災害時に住居を喪失した被災者、避難指示等に伴う避難者等を応急的、一時的に収用するため、あ

らかじめ公共施設等を中心に指定してあるものです。

４．備蓄品

災害時に備え、防災備蓄倉庫等に備蓄物資を保管している。

主な備蓄物資（令和６年４月１日現在）

米
（アルファ米等）

保存パン 即席麺 飲料水 毛布 簡易トイレ

73,594 食 72 缶 2,000 食 105,407ℓ 7,052 枚 288 個

箇所数 施設名 備考

指定緊急避難場所 75 箇所 公園、グラウンド等

指定避難所 193 箇所 公民館、学校等

指定福祉避難所 20 箇所 高齢者施設等

津波緊急避難場所 456 箇所 高台等

津波避難目標地点 31 箇所 高台等

津波避難ビル 22 箇所 学校等
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分散備蓄（令和６年４月１日現在）

平成 26年度から５ヵ年で避難所等に食料、水を備蓄し、平成 31 年度から期限切れ分の更新を進

めるとともに、液体・粉ミルクの備蓄（令和４年度以降、保管施設によるローリングストック）

を開始した。

※食料及び飲料水は、上記の主な備蓄物資の内数。

５．防災資機材

（１）倉庫

平成 26年度から３ヵ年で津波緊急避難場所等の 187 箇所に整備

資機材（発電機、投光器、簡易トイレ、簡易トイレ用テント、防災ラジオ）

（２）避難所用防災資機材の整備（平成 29 年度～）

資機材（防災倉庫、発電機、投光器、携帯電話等充電用蓄電池、簡易ベッド、エアーベッド、間

仕切り、簡易トイレ、携帯トイレ、ストーマ装具、女性用生理用品等）

（３）新型コロナウイルス感染拡大防止対策資機材の整備（令和２年度～）

資機材（手指・清掃用消毒液、非接触体温計、除菌剤、間仕切り、マスク、フェイスシールド等）

（４）水循環型ポータブル手洗いスタンドの導入

断水時も安全な水を繰り返し供給できる手洗いスタンド（２台）を令和４年２月に導入。

令和６年１月に発生した能登半島地震の支援として、手洗いスタンド２台を現地（石川県輪島市

門前町）に貸与。

年度 備蓄場所 食料 水 500ml 液体ミルク

240ml

粉 ミ ル ク

（箱）

平成27年度 ８箇所 更新済 42,240 本 - -

平成 28年度 ７箇所 15,600 食 42,000 本 - -

平成 29年度 17 箇所 13,800 食 41,400 本 - -

平成 30年度 11 箇所 9,480 食 28,800 本 - -

平成 31年度 28 箇所 25,500 食 85,600 本 更新済 更新済

令和２年度 13 箇所 11,896 食 - 更新済 更新済

令和３年度 29 箇所 - 47,280 本 1,848 本 16 箱

令和４年度 29 箇所 - - 更新済 更新済

令和５年度 29 箇所 15,600 食 - 更新済 更新済

年度 箇所数 地区

平成 26 年度 88 箇所
赤松、九島、石応、小池、三浦、宇和海、下灘、北

灘、岩松地区の一部

平成 27 年度 69 箇所
鶴島、住吉、奥南、吉田、喜佐方、玉津、岩松、畑

地、北灘、下灘、津波避難ビル、避難所の一部

平成 28 年度 30 箇所 吉田、避難所の一部
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（５）トイレカーの導入

平成 30 年７月豪雨災害の経験を踏まえ、大規模災害発生時における避難所等のトイレ対策とし

て、迅速に使用が開始でき、衛生面と快適性を確保した自走式のトイレカー（３台）を令和３年３

月に導入。 （車庫兼防災倉庫を R４年度完成）

災害時には市内はもとより、県内外の被災地に派遣するほか、平時においても民間への貸出し等

により市内で開催される各種イベントなどで使用いただいています。

令和４年４月に、「災害時における愛媛県市町相互応援に関する協定」に即した、トイレカー・

トイレトレーラーの派遣に関する愛媛県内の相互応援体制を構築。

令和５年３月に、トイレカーを所有する宇和島市、兵庫県南あわじ市及び長崎県島原市で「自治

体トイレカー災害時相互派遣に関する協定」を締結。

令和６年１月に発生した能登半島地震の支援として、トイレカー３台を令和６年１月６日から順

次派遣（石川県輪島市）。

（６）LP ガス発電機

令和４年度、株式会社大塚商会創業 60 周年記念事業の一環として、３kVA 非常用 LP ガス発

電機２台が寄贈され、本庁舎代替施設の中央公民館及び丸山公園多目的グラウンドクラブハウ

スに設置。

また、令和５年度には、補助事業により、市指定避難所であり地域の中核的な防災拠点とな

る公民館等の３２施設における停電対策として、３kVA 非常用 LP ガス発電機を設置し、避難所

環境の強化･充実を図った。

（７）企業版ふるさと納税を活用した防災資機材の寄贈

トイレカー（２室型） ２台 3,540×1,670×2,750mm 650cc

トイレカー（多機能型） １台 4,450×2,050×2,770mm 1,490cc

年度 資機材 数量

令和５ 避難所管理システム（避難所プラットフォーム） 1

入退室管理システム（Akerun 入退室管理システム） 37

AI 搭載の自動移動型ロボット（Temi） 36

水循環型シャワー（WOTABOX） 2

乳幼児用避難所用ベッド（ひなん所 HB11 ベビーにこっと） 20

AI搭載のミーティングボード（MAXHUB CF ｼﾘｰｽﾞ86インチＳセット） 4

電子掲示板（Newline86 インチ） 3

LED ソーラー照明機器（Sun Stay ソーラー照明） 10

AI 配膳ロボット（Mars） 2
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（８）防災井戸

浄水施設の被災等による断水に備え、生活用水を確保するための防災井戸を整備している。

令和６年３月には、井戸水から飲料水を確保するための非常浄水装置（電源不要）も９箇所に配

備した。

整備数（令和６年４月１日現在）

６．応援協定

災害時に備え各種団体と連携して災害対策を実施するため応援協定を締結しているものです。

①災害時の応援協定等の締結状況（事業者）

整備箇所 施設名

宇和島地区 ２箇所 中央公民館、番城公民館

吉田地区 ２箇所 立間小学校、玉津小学校

三間地区 ２箇所 道の駅みま、三間中学校

津島地区 ３箇所 清満小学校、北灘小学校、津島中学校

合計 ９箇所

災害時応援協定名称 締結先事業者名称 締結年月日

大規模災害時における水道の応急活動に関する協定 宇和島市管工事業協同組合 平成 18 年 4月 18 日

災害時における生活物資の調達に関する協定書 ㈱サンシャインチェーン本部 平成 18 年 11 月 10 日

災害時における生活物資の調達に関する協定書 ㈱フジ 平成 18 年 11 月 20 日

災害時における飲料水の提供に関する協定書 四国コカコーラボトラーズジャパン㈱ 平成 18 年 12 月 28 日

災害時における生活物資の調達に関する協定書 えひめ南農業協同組合 平成 19 年６月 20 日

災害時における応急生活物資（LP ガス等）の供給に

関する協定書
(一社)愛媛県エルピーガス協会宇和島支部 平成 19 年 11 月 5 日

災害時における自動車等の燃料の調達に関する協定 愛媛県石油商業組合宇和島支部 平成 20 年 1月 10 日

災害時における応急対策業務に関する協定書 （一社）愛媛県建設業協会宇和島地方支部 平成 20 年 3月 26 日

災害時における飲料供給に関する協定書 サントリーフーズ㈱ 平成 20 年 7 月１日

災害時における応急対策業務の協力に関する協定 （一社）愛媛県電設業協会 平成 24 年 10 月 12 日

災害時における家屋被害認定調査に関する協定書 愛媛県土地家屋調査士会 平成 25 年 2月 27 日

災害時等における物資供給協力に関する協定書 生活協同組合コープえひめ 平成 25 年 7 月 1 日

災害時における応急対策業務の協力に関する協定書 愛媛県電気工事工業組合 平成 25 年 10 月 21 日

災害時等における物資の供給協力等に関する協定書 ダイキ㈱ 平成 25 年 10 月 30 日

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 ㈱ゼンリン 平成 26 年 7月 17 日

災害時の協力に関する協定 四国電力㈱宇和島支店 平成 26 年 12 月 26 日
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災害時の医療救護活動についての協定
宇和島市医師会、宇和島地区広域事務

組合消防本部
平成 27 年 3月 17 日

災害発生時における宇和島市と宇和島市内郵便局の

協力に関する協定
日本郵便㈱宇和島郵便局 平成 27 年 7 月 3 日

災害時における臨時災害放送局開設及び相互連携等

に関する協定

宇和島ケーブルテレビ㈱

南海放送㈱
平成 28 年 2 月 1 日

災害時等における放送要請に関する協定 宇和島ケーブルテレビ㈱ 平成 28 年６月１日

災害時における被災者支援に関する協定 愛媛県行政書士会 平成 29 年 8月 21 日

大規模災害時における燃料の供給に関する協定 （一社）四国クリエイト協会 平成 29 年 11 月 29 日

災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する

協定
（副）宇和島市社会福祉協議会 平成 30 年 12 月 28 日

災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー㈱ 平成 31 年 1月 28 日

災害時における緊急物資輸送及び物資配送等拠点の

運営に関する協定
ヤマト運輸㈱愛媛主管支店 平成 31 年 3月 28 日

災害時の医療救護活動に関する協定 （一社）愛媛県薬剤師会宇和島支部 平成 31 年 3月 28 日

災害時における復旧支援協力に関する協定 （公社）日本下水道管路管理業協会 令和元年 5月 22 日

災害時における下水道施設の技術支援協力に関する

協定

愛媛県、県内 17 市町

（公社）全国上下水道コンサルタント

協会中国・四国支部

令和元年 5月 22 日

宇和島市・日本下水道事業団災害支援協定 日本下水道事業団 令和元年 9月 30 日

地域活性化包括連携協定
愛媛トヨタ自動車㈱

愛媛トヨペット㈱
令和元年 11 月 15 日

災害時の医薬品の供給に関する協定 愛ファーマシー㈱ 令和 2年 2月 14 日

災害時における物資輸送等に関する協定 宇和島地区トラック協会 令和 2年 3月 27 日

宇和島市と日本郵便株式会社との包括連携に関する

協定
日本郵政㈱ 令和 2年 8月 19 日

災害時の動物救護活動に関する協定書 （公社）愛媛県獣医師会 令和 3年 2 月 9 日

災害時における応急対策業務の協力に関する協定 ㈱あすなろ四国支社 令和 3年 3月 18 日

災害時における応急対策業務の協力に関する協定 南予森林組合 令和 3年 3月 18 日

災害時における電動車両等の支援に関する協定 損害保険ジャパン㈱ 令和 3年 6月 23 日

大規模災害時等における通信手段の確保及び提供の

ための相互協力に関する協定
ＫＤＤＩ㈱ 令和 3年６月 29 日

宇和島市社会福祉施設等災害時相互応援協定 ㈲アポトライ他 36 事業所 令和 3年 7月 13 日

災害時の支援活動に関する協定書 吉田三間商工会 令和 3年 8月 31 日
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②災害時の応援協定等の締結状況（行政機関等）

災害時の支援活動に関する協定書 津島町商工会 令和 3年 8月 31 日

アマチュア無線による災害時の情報収集等に関する

応援協定
JARL 宇和島クラブ 令和 3年９月 29 日

宇和島市、一般財団法人国際災害対策支援機構との

包括連携協定
（一財）国際災害対策支援機構 令和 3年９月 30 日

災害時の支援活動に関する協定書 宇和島商工会議所 令和 3年 10 月１日

災害時等における車両提供に関する協定書 ㈱西四国マツダ 令和 3年 10 月 22 日

災害時におけるキッチンカーによる炊き出しの実施

等に関する協定書
愛媛キッチンカー協会 令和 3年 10 月 25 日

災害時における被災地支援に関する協定書
（副）宇和島市社会福祉協議会、（公社）

宇和島青年会議所
令和 3年 12 月６日

津波緊急避難における太陽光発電施設区域の一時使

用に関する協定
SRI AI Partners㈱ 令和 4年１月 28 日

宇和島市と大塚製薬株式会社との包括連携協定 大塚製薬株式会社 令和 4年 9 月 2 日

災害時等における施設利用等の協力に関する協定 株式会社ダイナム 令和 4年 9月 28 日

宇和島市とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社

との包括連携に関する協定
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 令和 4年 12 月 22 日

災害時における電動車両等の支援に関する協定
西日本三菱自動車販売㈱、三菱自動車

工業㈱
令和 5年 2月 16 日

災害時等における無人航空機等の協力に関する協定 ㈱スカイ・ジョイント 令和 5年 3月 17 日

大規模災害発生時等における応急対策業務に関する

協定

南予石材加工協同組合、一般社団法人

日本石材産業協会愛媛県支部
令和 5年 7 月 7 日

災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 株式会社アクティオ四国支店 令和 5年 7 月 7 日

地方創生の推進に向けた連携に関する協定 株式会社大塚商会 令和 5年 9月 25 日

宇和島市と一般社団法人日本ムービングハウス協会

との包括連携協定

一般社団法人日本ムービングハウス協

会
令和 6年 3月 25 日

災害時における相互協力に関する協定 四国ガス株式会社 令和 6年 3月 25 日

災害時におけるクリーニング等の支援に関する協定 有限会社ヤマシタクリーニング 令和 6年 3月 27 日

災害時応援協定名称 締結先名称 締結年月日

四国西南サミット災害時相互応援協定 八幡浜市他 13 市町村 平成 23 年 5 月 23 日

災害時における情報交換及び支援に関する協定 国土交通省四国地方整備局 平成23年10月26日

宇和島市と当別町との災害時相互応援協定 北海道当別町 平成 23 年 11 月 3日
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７．防災訓練等

平成 29年度 宇和島市地震津波避難訓練（平成 30年３月11日実施） 約 6,000 人参加

平成 30年度 宇和島市地震津波避難訓練（平成 31年３月10日実施） 約 5,500 人参加

令和元年度 宇和島市地震津波避難訓練（新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大防止のため中止）

令和元年度 宇和島市土砂災害等防災訓練（令和元年６月６日実施） 約 600 人参加

令和２年度 宇和島市土砂災害等情報伝達訓練（令和２年６月７日実施） 133 施設参加

令和２年度 宇和島市地震津波情報伝達訓練（令和３年３月 14日実施） 約 800 人参加

令和３年度 宇和島市土砂災害等防災訓練（令和３年６月６日実施）14団体 124施設参加

令和３年度 宇和島市地震津波情報伝達訓練（令和４年３月 13日実施）※実動訓練なし

令和４年度 宇和島市土砂災害等防災訓練（令和４年６月５日実施）20団体 174施設参加

令和４年度 宇和島市地震津波情報伝達訓練（令和５年３月 12日実施）約 2,300 人参加

令和５年度 宇和島市土砂災害等防災訓練（令和５年６月４日実施）70団体 151施設参加

令和５年度 宇和島市地震津波情報伝達訓練（令和 6年 3月 10 日実施）約 3,100 人参加

令和６年度 宇和島市土砂災害等防災訓練（令和 6年 6月 2日実施）61団体 151施設参加

８．防災啓発

・総合防災マップ（地震・津波・高潮・土砂）

・洪水ハザードマップ（須賀川・立間川水系・三間川・岩松川・来村川水系）

・内水ハザードマップ（城南地区）

・防災出前講座（平成 27 年度開始）

宇和島市と大崎市との災害時相互応援協定 宮城県大崎市 平成 23 年 11 月 3日

地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定 国土交通省 国土地理院 平成 25 年 2 月 21 日

瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関す

る協定
海ネット共助会員 平成 26 年 3 月 28 日

災害時における愛媛県市町相互応援に関する協定

愛媛県、松山市、今治市、宇和島市、
八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、

伊予市、四国中央市、西予市、東温市、
上島町、久万高原町、松前町、砥部町、
内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛

南町

平成 28 年 2 月 17 日

宇和島市と愛媛大学との相互連携協定 愛媛大学 平成30年12月13日

愛媛県消防広域相互応援協定書 愛媛県、20 市町、4事務組合 令和 2年 3 月 31 日

愛媛県消防団広域相互応援協定書 愛媛県、20 市町、4事務組合 令和 2年 3 月 31 日

地方創生の推進に向けた連携と協力に関する協定書 宇和島海上保安部 令和 4年 2 月 24 日

国立大学法人東京大学 交通・都市・国土学研究室

と宇和島市との連携に関する協定
東京大学 令和 4年６月９日

自治体トイレカー災害時相互派遣に関する協定 兵庫県南あわじ市、長崎県島原市 令和 5年 3 月 30 日

災害時における相互応援及び支援協力に関する連携

協定

愛媛県 5市町、高知県 7市町村、株式

会社大塚商会
令和 5年 8 月 14 日
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自治会や自主防災組織等を対象とした防災講座の実施

開催実績：R５年度 51 回

・防災士の育成

防災士養成研修負担金（県が実施する養成講座を活用）

防災士養成講座の受講に係る費用（12,000 円）を負担

消防団員等特例制度負担金 防災士登録費用（5,000 円）、教本代（4,000 円）を負担

・宇和島市防災士連絡会

宇和島市に在住の防災士で構成。

自助、共助の原則のもと、会員の防災に関する知識及び技術の向上並びに情報交換等による相互

連携を図るとともに、住民の防災に対する意識向上を支援することにより、地域住民の自主的な

地域防災活動を効果的に推進し、もって地域防災力の向上を図ることを目的として設立。

設立日：令和２年６月 25日

事業：防災啓発及び地域防災対策支援活動（令和６年度追加）、避難所の開設・運営の支援、

避難行動要支援者個別避難計画策定

・宇和島市防災士ブラッシュＵＰ研修（令和４年度新規）

自主防災組織の中心的な役割を担う防災士が災害に対する知識や避難方法、応急手当等の実技

を習得することで各々の災害対応力を向上するとともに、近年、激甚・頻発化している豪雨災害

や近い将来発生が懸念されている南海トラフ巨大地震等に備えた地域コミュニティにおける防

災力(自助・共助)の強化を図ることを目的とした研修。

・体験型防災プログラム（令和４年度新規）

南海トラフ巨大地震をはじめ、土砂災害、洪水等の水害、高潮など、様々な災害に対して、地域

で主体的に防災に取り組む自治会や自主防災組織などの団体を対象に、防災上の地域課題に即した

体験型防災プログラム事業を実施することで、民間の力を活用した地域防災力向上を推進するプロ

グラム。

平成 27

年度

平成 28

年度

平成 29

年度

平成 30

年度

平成 31

年度

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

防災士
認定者数

122 名 122 名 150 名 99 名 56 名 41 名 68 名 135 名 136 名

〃（特例） 56名 ８名 12 名 ４名 ６名 ７名 11 名 ８名 ２名

年度 令和４年度 令和５年度

回数 ３回 ６回

年度 実施回数 参加団体 参加人数

令和４年度 11 回 30 団体 1,462 名

令和５年度 12 回 45 団体 1,081 名
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９．自主防災組織

（１）結成状況

（２）補助金交付制度

①自主防災組織結成支援事業補助金（平成 19 年度：新設）

防災資機材購入費に対する補助金

補助率：2/3

上限：組織加入世帯数により上限設定あり ※１組織１度限り

②自主防災組織活性化支援事業補助金（令和４年度から市単独）

地区防災計画に基づく訓練やワークショップの実施に必要な防災資機材等の購入に対する補助

金（地区防災計画の策定が必須）

補助率：10/10（100％補助） 上限：150,000 円

③自主防災組織等防災活動補助金（令和６年度拡充）

防災活動、防災井戸の整備の必要経費に対する補助金

・防災活動

補助率：1/2 上限：組織加入世帯数により上限設定あり ※１組織１年度につき１度限り

・防災井戸の整備（新規掘削及びポンプ等の整備）

補助率：2/3 上限：1箇所につき 40万円

④宇和島市家具等転倒防止対策支援補助金（令和６年度新設）

家具等の固定に要する器具等の購入経費に対する補助金

補助率：2/3（高齢者世帯等に対しては 9/10）、上限：１世帯につき 13,000 円

10．補助金

（１）消火栓ホース格納箱等設置費補助金（平成 24 年度：新設、平成 29 年度：拡充）

自治会が消火栓ホース、格納箱等の購入及び地域で維持管理を行っている防火水槽の修繕等に対

する補助金

補助率：1/2

補助対象：格納箱、ホース、スタンドパイプ、管鎗、防火水槽の修繕など

（２）津波緊急避難路等整備事業補助金（平成 27 年度：新設、令和５年度：拡充）

市指定の津波緊急避難の整備と維持管理に対する補助金

補助率：10/10（擁壁工事以外、ただし、神社、仏閣及び墓地等に係るものは 4/5）

2/ 3（擁壁工事、ただし、神社、仏閣及び墓地等に係るものは 1/2）

上限：200 万円（擁壁工事は上限 800 万円）

補助対象：舗装、擁壁、手すり設置、防護柵設置、停電対応照明設備、防災倉庫設置など

平成 28 年

度末

平成 29 年

度末

平成 30 年

度末

平成 31 年

度末

令和２年

度末

令和３年

度末

令和４年

度末

令和５年

度末

組織数
(組織率)

409
(90.2％)

413
(91.4％)

418
(92.0％)

422
(92.4％)

424
(92.6％)

444
(94.8％)

446
(95.3％)

465
（98.3％）
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（３）防災共用型放送設備整備事業補助金（平成 28 年度 新設）

自治会が所有する地域の放送設備と市の防災放送設備の共用にかかる整備、維持管理に対する補

助金

補助率：2/3 上限 100 万円

補助対象：スピーカー設備、自営柱配線設備など

（４）要配慮避難者等宿泊施設利用補助金（令和２年度：新設・拡充、令和３年度拡充）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、土砂災害に関する避難指示等が発令された際に、

特に配慮が必要な避難者が避難所として市内宿泊施設を利用するために要する経費に対する補助金

補助率：4/5※避難情報発令期間中

宿泊経費（１名につき１泊２日（食事付）当たり上限 5,600 円）
移動経費（宿泊施設の利用１箇所につき片道当たり上限 1,500 円）

（移動経費は補助対象者のうち①又は③～⑦のいずれかの該当者に限る。）

補助対象者：避難対象区域の土砂災害警戒区域等に居住しており、以下のいずれかに該当す

る方で、市内宿泊施設に宿泊して、宿泊料を支払った方

① 要介護度３～５の要介護認定者

② 75 歳以上の者

③ 身体障害者手帳所持者（１、２級）

④ 療育手帳所持者（A）

⑤ 精神障害者保健福祉手帳所持者（１級）

⑥ 重度心身障害者医療費受給対象者

⑦ 妊産婦、乳幼児（１歳未満）

⑧ 要配慮者避難者の付添い者（要配慮避難者１人に対して１人）

（５）避難施設感染防止対策支援事業補助金（令和２年度：新設、令和４年度拡充）

避難所における感染症リスクの低減を図るため、土砂災害に関する避難指示等の発

令時に避難所として開設する集会所において、衛生環境の整備に要する経費に対する

補助金

補助率：2/3 上限 30万円（１集会所当たり）

補助対象：トイレの洋式化・自動化、自動水栓の設置、空調設備の高度化など

（６）宇和島市消防団員自動車運転免許等取得費補助金（令和元年度：新設、令和４年度・６年度拡充）

大規模災害時に人命救助や応急対応の迅速化を図ることを目的とした、小型建設機械等の資格取

得費用に対する補助金

補助率：10/10 上限 18 万円（準中型免許）

1/ 2 上限 7千円（小型車両系建設機械運転資格）

1/ 2 上限 1万 4千円（救助用小型資機材資格）

補助対象：宇和島市消防団に所属する基本団員であって、次に掲げる要件を全てみたす方。

※ただし、小型車両系建設機械運転資格の取得については②を除く。

-77-



救助用小型資機材資格の取得については、①及び②を除く。

① 普通自動車免許を有していること

② 所属する分団に配備されている消防車両を運転することができる免許を有していないこと。

③ この要綱による補助を受けて運転免許等を取得した日から起算して、５年以上基本団員とし

て活動する誓約を行うこと。

④ 所属する方面隊の隊長から推薦を受けていること。

11．情報伝達手段

（１）宇和島市 FM 告知放送システム

設備数

宇和島

地区

吉田

地区

三間

地区

津島

地区

合計

コミュニティ FM 局（76.9MHz） 単位：箇所

（宇和島ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｴﾌｴﾑ/愛称「FM がいや」）

演奏所 １(UCAT) １

送信所 １(泉が森) １(高田山) ２

通信ネットワーク

（基幹系光） ・UCAT-泉が森送信所 ・UCAT-高田山送信所

FM 告知放送システム 単位：機

ｾﾝﾀｰ設備 １(UCAT) １

ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ設備 １(泉が森) １(高田山) ２

主制御装置/統制卓 １(市役所) １

J-ALERT 受信機 １(市役所) １

操作卓 ２(消防本部,

丸山公園)

１(支所) １(支所) １(支所) ５

ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ対向操作卓 1(丸山公園) １

通信ネットワーク

（基幹系光） ・市役所-UCAT ・消防本部-UCAT

（冗長系無線）

4.9G(開設局)

・泉が森(基地) ・泉が森(基地) ・泉が森(基地)

￤-UCAT ￤-高田山 ￤-立間山

￤-市役所

￤-消防本部

￤-丸山公園

基地３

移動６

25G ・泉が森 ・高田山 ・立間山

￤-三間支所 ￤-津島支所 ￤-吉田支所

６

防災放送設備 単位：機

防災ラジオ（概数） 16,900 3,550 2,200 3,980 26,630

屋外拡声子局 81 60 27 83 251
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① FM 告知放送システム

コミュニティ FM 局（FM がいや）を活用して、緊急割込みにより市や国等からの緊急放送

を防災ラジオや屋外拡声子局から放送する。

② 防災放送設備

(ア)防災ラジオ

市内全世帯を対象に無償で配布

緊急時は自動で起動して緊急情報を伝える

平常時は FM がいやを聴取するラジオとして利用（行政連絡は自動起動にて放送可能）

(イ)屋外拡声子局

市が設置管理する屋外拡声器により、市や国等からの緊急放送を直接、屋外放送する設

備

(ウ)屋外拡声子局 防災共用型放送設備（地区放送）

自治会等が保有する各集会所等に設置している地区放送設備と市の防災放送設備を連

携、共用して、市や国等からの緊急放送を直接、屋外放送する設備

(エ)屋外拡声子局 防災共用型放送設備（アーケード）

商店街組合等が保有する宇和島商店街アーケードに設置している放送設備と市の防災

放送設備を連携、共用して、市や国等からの緊急放送を直接、アーケード内に放送する

設備

(オ)屋外拡声子局 広範囲屋外拡声器（ホーンアレイスピーカー）

市が設置管理する広範囲音達が可能な屋外拡声器により、市や国等からの緊急放送を直

接、屋外放送する設備

（２）IP 無線機

導入数 単位：機

(屋外拡声子局) (58) (27) (80) (165)

(防災共用型放送

設備(地区放送))

(70) (１) (３) (74)

(防災共用型放送

設備(ｱｰｹｰﾄﾞ))

(４) (４)

(広範囲屋外拡声器

(ﾎｰﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ))

(７箇所 15基) (１箇所２基) (８箇所 17基)

宇和島地区 吉田地区 三間地区 津島地区 合計

指令局 １ １

ハンディ 102 ２ １ ７ 232

（本部系） (18) (18)

（消防署系） (２) (１) (１) (１) (５)

（方面隊） (82) (41) (25) (61) (209)

位置情報管理 PC ２(市役所、消

防本部)
１(支所) １(支所) １(支所) ５
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音声をパケットデータに変換して送受信する通信方法により携帯電話（NTT ドコモ）のデータ

通信網を使用した無線機

・一斉通話、グループ通話、個別通話が可能

・GPS 位置情報管理が可能（クラウド）

（３）防災用ファブレット

導入数 単位：機

防災用途で利用している汎用スマートフォンで、災害対策本部端末は高耐久性能とグロー

ブタッチにより、タフな環境での操作が可能。両端末とも多彩なアプリを搭載し、情報の取

得や相互の情報共有を正確に行う。

（４）ドローン（無人航空機・水中用）

導入数 単位：機

大規模災害時に配備先から市災害対策本部への迅速な情報収集や、行方不明者事案の捜索

等にドローン（無人航空機・水中用）を活用。

VTOL 型ドローン（令和５年度）

大規模災害の発災後、VTOL ドローンにより、早期に市全域の被害状況を把握し、災害対策

本部での検討に活用し、さまざまな災害応急対応の迅速・円滑な実施を目指します。

さらに調査画像を罹災証明書発行迅速化ソリューションにも活用することで、罹災証明書の

発行迅速化を図り、市民（被災者）に対する早期の生活再建の支援を目指します。

（５）宇和島市総合防災情報管理システム

大規模災害に備えた市の情報収集、意思決定並びに情報の共有や発言機能等を一元的に管

理・運用し、強靱化を目的としたシステム。令和４年６月運用開始

（６）宇和島市防災ポータル

実災害時に避難情報、避難所開設情報などを配信したり、web ハザードマップ等を掲載して

いる市民向け防災ポータルサイト。スマートフォンにも対応。

災害対策本部端末 避難所端末 合計

36 82 118

無人航空機 宇和島地区 吉田地区 三間地区 津島地区 合計

情報収集用 ４ １ １ １ ７

行方不明者捜索用 １ １

水中ドローン 宇和島地区 吉田地区 三間地区 津島地区 合計

行方不明者捜索用 １ １
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（７）伊達なうわじまホッとナビ

スマートフォン、タブレット（Android・iOS）に対応した無料のアプリケーション。避難活

動を支援するための「防災モード」には、避難スポット検索、ハザードマップ、オフラインマ

ップ、プッシュ通知機能、FM がいやサイマル放送、宇和島市防災ポータル等へのリンクに対応。

津波の水面の高さを視覚的に体感できる AR 機能や、現在地の災害リスク及び近くの開設し

ている避難所を確認することができる「避難情報・マイ減災」機能を整備。

また、多言語（英語、中国語、韓国語）にも対応。

（インストール数：約 35,174 件 R６.４.１時点）

（８）安心安全情報メール

情報提供者登録を行った利用者および情報発信登録を行った利用者のメールアドレスに、防

災情報等の安心安全情報を配信するもの。（登録者：10,379 人 R６.６.14 時点）

また、多言語（英語、中国語、韓国語、ベトナム語）にも対応。

（９）地域貢献型自動販売機

ア 災害時等提供サービス

・メッセージボード（電光掲示板）

ネット回線を使用してメッセージを表示させる

・フリーベンド

イ 設置箇所数：25 箇所（公民館等）

（10）衛星携帯電話（イリジウム衛星携帯電話、inmarsat）

ア 孤立化対策として、情報通信手段を確保するもの

設置台数：６台（危機管理課、戸島、嘉島、日振島、竹ヶ島、御代ノ川）

イ 原子力災害対策として、情報通信手段を確保するもの

設置台数：２台（危機管理課、吉田支所）

（11）エリアメール、緊急速報メール

配信エリア内の携帯電話に対し、短時間で災害情報を配信するもの。（対応可能：株式会社

NTT ドコモ、KDDI 株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 ※対応機種のみ）

（12）緊急情報放送サービス

CATV 網を活用して、専用端末から市や国等からの緊急情報を放送する。
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災害からの復旧・復興の推進

１．平成 30 年７月豪雨災害から復興

平成 30 年７月豪雨により、本市は過去に類を見ない大災害に見舞われた。市民が１日も早く生

活を再建し災害前の生活を取り戻せるよう、市民と行政等が力を合わせ、効果的かつ迅速な復旧と、

今回の経験を踏まえた防災力の強化、そして逆境をバネにした本市の更なる魅力向上など、将来を

見据えた創造的な復興を目指し、引き続き取り組んでいく。

（１）復興の理念（姿勢）

『ともにつなぎ ともに創ろう 未来咲く ふるさとうわじま』

（２）基本施策

「すまいとくらしの再建」、「安全な地域づくり」、「産業・経済の復興」の３つを基本施策とし、

これに基づき各事業に取り組み、復興への歩みを進める。

（３）推進体制

復旧・復興に関して必要な事項を協議し、施策の推進・調整を図る意思決定機関として、平成

30年８月 20 日付けで、市長を本部長とする「災害復興本部」を設置し、復旧・復興を推進して

いる。本部内には、施策の具体的事項を協議・検討するため、６つの復興推進グループを設置し、

全庁一体的に取り組んでいる。

また、国、県、大学、社会福祉協議会、NPO（ボランティア）等と連携し、諸課題に対する支

援策の検討・実施に取り組み、さらに、外部専門家（アドバイザー）等からの意見を参考に、よ

り効果的な復興施策を推進していく。

（４）平成 30年７月豪雨災害の碑（令和５年３月完成）

平成 30年７月豪雨災害による犠牲者へ追悼の意を表するとともに、豪雨災害の記録、事実を

後世へ伝承することを目的に設置。

２．事前復興への取り組み

近い将来に必ず発生が予見される南海トラフ地震に対し、巨大津波等による被害の軽減を図ると

ともに、災害発生後の復興を適切かつ迅速・円滑に実施するため、事前復興に取り組みます。

（１）事前復興計画策定（令和５～６年度）

①復興ビジョン編…復興の目標や分野別復興方針等を検討し、法に基づく復興計画の概形を定

める計画

②復興プロセス編…復興の手順や行政組織内における役割分担、関係機関との連携等復

興に向けた平時からの取組等を定める計画

③復興まちづくり計画編…ワークショップを通じて地域住民の意向を把握しながら、市

街地や集落を対象とした復興方針や復興イメージ等を定める計画
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（２）防災事前復興教育プロジェクト（令和５～７年度）

今の子どもたちが南海トラフ地震の被災当事者になることを想定し「宇和島市事前復興計画」

策定とともに「宇和島市防災事前復興教育プロジェクト」に取り組んでいます。

小中学生が防災と事前復興について段階的に学ぶことができるよう、将来の大人世代が学ぶ

「小中学校の防災事前復興カリキュラム」を各地域の特性に応じて構築し、各校が継続的に防災

教育を実施できる仕組の確立を目指しています。

対象…市内全小中学校

小学生のカリキュラム…「思考の芽生え」災害発生の概念を認識し、災害に強いまちを発想する

中学生のカリキュラム…「思考の形成」地域学習（郷土愛と地元に根ざした人材の育成）の中で

復興のあり方を考える
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